
 

公共施設（道路敷）移管及び帰属申請書作成要領 
 

吹田市土木部総務交通室 

 
（１） 公共施設（道路敷）移管及び帰属申請書（指定用紙） 

（２） 登記承諾書（指定用紙） 

（３） 登記原因証明情報（指定用紙） 

（４） 印鑑証明書・資格証明書 

（５） 土地登記簿謄本 

    （注）所有権以外の権利が設定されていない状態とし、地目は公衆用道路とす

ること。 

（６） 付近見取図 

（７） 地籍図（公図） 

（８） 地籍測量図 

（９） 平面図（Ｓ＝１：２５０～１：５００） 

    （注）（ア）帰属物件を明確にし、境界を明示する。 

       （イ）車道幅員が０．５ｍ以上変化する箇所ごとに車道幅員を表示し、

曲線半径３０ｍ以下は表示する。 

（ウ）図面作成年月日の記入。 

（10） 丈量図（Ｓ＝１：２５０～１：５００） 

    （注）（ア）公簿面積と実測面積を同じ値とする。 

       （イ）(８)地籍測量図と同様の場合は不要。 

（11） 道路構造図（Ｓ＝１：１０～１：３００） 

（12） 横断図（Ｓ＝１：３０～１：１００）（注）境界線記入のこと。 

（13） 縦断図（Ｓ＝１：１００～１：５００） 

（14） 排水系統図及び構造図（Ｓ＝１：１０～１：３００） 

    （注）下水道部に提出する図面と同じもの。 

（15） その他必要書類 

    （例）・土地利用計画図（道路計画平面図） 

         ・道路付属物の構造図 

         ・舗装断面図 

           ・位置図 

 

※提出部数等 ・３部（原本１部・写し２部）及び PDF データ一式 

※申請書一式は法務局へ提出しますので、書類には穴は空けずに提出してください。 

※現地には、吹田市型境界杭を事業者にて購入のうえ、道路側より設置すること。 

 

 


